
免 除 審 査 申 請
申込みマニュアル

補 償 業 務 管 理 士 検 定 試 験 合 格 者 の
国家資格等に基づく専門研修及び検定試験

Web編

手続きのながれ https://jcca-kanrishishikaku.com/申込サイト

申請申込対象者
補償業務管理士資格の検定試験に合格した方。1

Web申込受付期間 2025年3月31日（火）～４月15日（水）まで

下の表にある国家資格を持ち、その資格で取得可能な部門において、実務経験が4年以上ある方。
（実施規程附則２項に基づく資格取得者は除く）

2

今年度初めて口述試験に合格した方は、受験時に申し込んだ取得希望部門のみが申請対象となります。
また、補償業務管理士資格が未更新の方は、この申請申込をすることは出来ません。

保 有 資 格 免除される専門研修および検定試験

●測量士 ●測量士補 ●土地調査部門

●不動産鑑定士 ●不動産鑑定士補 ●土地評価部門 ●営業補償・特殊補償部門

●一級建築士 ●二級建築士 ●木造建築士 ●物件部門 ●事業損失部門

●技術士（機械または電子・電気）
●技術士補（機械または電子・電気） ●機械工作物部門

●公認会計士 ●公認会計士補 ●営業補償・特殊補償部門

●税理士 ●営業補償・特殊補償部門

●公共用地取得実務経験者
（国または地方公共団体等に勤務し、補償業務に20年以上従事
した者）

●総合補償部門を除く申請部門

期間を過ぎると受付できません。必ず期間内に申請手続きを行ってください。

更新日：2026.3.30
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申込みサイトご利用のご注意
• 入力した文字は、申請内容に反映されますので、慎重にご入力ください。
• 文字は、常用漢字をご使用ください。
• 英字・数字の入力は、半角でご入力ください。
• マニュアルに掲載されている画像等は、実際のものとは異なる場合がござ
います。あらかじめご了承ください。

本マニュアルは、申込サイトでの申請申込方法をご案内しています。
あわせて「補償業務管理士検定試験合格者の国家資格等に基づく専門研修及び検定試験免除審査の
申請申込みのご案内」をお読みください。



申込みのためのメールアドレス登録
（初めてWeb申込をする方は必要です。）1

■メールアドレス認証のための情報入力
申込ページ（https://jcca-kanrishishikaku.com/）に
アクセスします。必要事項を入力し、【次へ進む（確認画面）】をクリックします。

•メールアドレス
• 6桁以上のパスワード（任意）

必ず個人ごとで使用するメールア
ドレスを登録してください。

※登録したメールアドレスとパスワー
ドは、忘れないようにメモ等に残して
おきましょう。

「個人情報保護法」の内容
を確認し、忘れずにチェックを入
れましょう。

メールアドレスに間違いがないかを確認し、【次に進む（仮申込）】をクリックします。 ここで登録したメールアドレ
スが、ログイン用のIDとなります。
【次へ進む】をクリックするまでは、
メールアドレス認証が完了してい
ません。

■内容確認

ここに登録するメールアドレスが表示されます。

申請申込ページの必要事項
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■仮登録メールを受け取り、本登録を完了する。

下図は、「仮登録完了のお知らせメール」の見本です。

【本登録URL】
このURLをクリックすることで、
本登録が完了となります。

まだ免除申請の手続きは完了
していません。

本登録完了画面のウィンドウが開きます。
ログインページへのリンクをクリックし、マイページにログインを行ってください。

このページには、ログインペー
ジへのリンクボタンは、2か所ありま
すが、どちらからでも移動できます。

どちらからでもログイン
ページに移動できます。

登録したメールアドレスに、仮登録完了のお知らせメールが送信されます。
メールに記載されている【本登録URL】クリックし、新規登録を完了させます。
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2-1 メールアドレス登録



■マイページにログインする
ログインページの入力フォームに、登録したメールアドレスと、設定したパスワードを
入力し、マイページにログインします。

4

登録したメールアドレスを入力

設定したパスワードを入力

2-2 マイページへのログイン
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2-3 マイページへのログイン

■マイページから免除審査申請ページへ進む
ログイン後、マイページTOPに、免除審査申請の申請ページへのボタンが表示さ
れています。
申請手続きを行う場合、【免除審査申請へ進む】を押します。
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3-1 マイページへの申請者情報の入力

■免除申請のご案内
免除申請についての、注意事項が表示されています。よくご確認ください。
チェックを３か所入れ、【申請手続きを開始する】ボタンを押し、先に進みます。

このボタンは、上３つの
チェックを入れると、
押せるようになります。

注意事項１

今回の申請は、補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第２０条第1項第１号の規定により、検定試験

（共通科目）に合格し、保有する国家資格等に応じた部門の業務経歴年数を満たしている者であって、当該部

門に関する研修及び検定試験の免除審査を受けようとする人が対象となります。

保 有 資 格 免除される専門研修および検定試験

測量士
測量士補

土地調査部門

不動産鑑定士
不動産鑑定士補

土地評価部門
営業補償・特殊補償部門

一級建築士
二級建築士
木造建築士

物件部門
事業損失部門

技術士（機械または電子・電気）
技術士補（機械または電子・電気）

機械工作物部門

公認会計士
公認会計士補

営業補償・特殊補償部門

税理士 営業補償・特殊補償部門

公共用地取得実務経験者（国または地方公共団体等に勤務し、
補償業務に20年以上従事した者）

総合補償部門を除く申請部門チェックを入れる
（3か所）

※画像は開発中のものです。実際のものとは異なる場合がございます。



■免除申請部門の選択
免除審査申請内容の画面で、
① コースを選択します。
② 保有する国家資格等を選択します。（複数選択可）

③ ②で選択した資格等に応じ、選択できる部門が表示されるので、希望す
る部門にチェックを入れます。
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入力内容について

申請料金
正会員・・・15,000円（1部門）
非会員・・・30,000円（1部門）

※ 選択した科目の合計金額が申請
料金となります。

3-2 マイページへの申請者情報の入力

保有資格を
選択する

※複数選択可

申請可能な部門が
表示されるので、

希望する部門を選択する。

補償業務管理士資格保有者は、管理士番号の入力が必要です。

管理士番号を入力する
（補償業務管理士資格保有者のみ）

国家資格等に基づく専門研修及び検定試験免除審査の申請申込のご案内

国家資格等に基づく専門研修及び検定試験免除審査の申請申込のご案内

2

3

管理士番号は、補償業務管理士
登録証の右上に記載されている「第
○○○号」の番号を指します。この
番号から、先頭の０を除いた数字
を入力します。

管理士番号について

下へスクロールする

コースを選択する
1
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3-2 マイページへの申請者情報の入力

現在の登録者情報が
表示されています。

画面下方までスクロールしていくと、登録されている情報が表示されています。
申請には、この情報を使用します。

内容を確認したら、【入力内容を確認する】を押します。
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■申請内容を確認する
前ページで選択した内容が表示されるので、間違いがないか確認します。
【条件を選び直す】ボタンを押すと、P7の内容に戻り、条件を選択し直すことが
出来ます。

間違いがなければ、画面下方にある【経歴書を作成する】ボタンから補償業務
経歴書の作成へ進みます。

免除審査申請の申込に進む前に、補償業務経歴書の事前審査があります。

前ページで選択した申請内容を確認する

3-3 補償業務経歴書を作成する

国家資格等に基づく専門研修及び検定試験免除審査の申請 申請内容確認

補償業務
経歴書の
作成に進む

補償業務管理士資格保有者

申請内容を
選択し直すこ
とができます。
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3-3 補償業務経歴書を作成する

■補償業務経歴書の作成
経歴書を入力する勤務先名には、申込登録時に入力した会社名と、代表者
名がすでに表示されています。
変更等がなければ、このまま【経歴書を追加する】をクリックします。

登録された勤務先名が表示されます。(編集可)

代表者名が表示されます。(編集可)

登録された勤務先住所が表示されます。(編集可)

①チェック
を入れる

②経歴書の
証明者を選択する

※経歴を入力する会社が倒産等している場合は、以下の操作をします。

「その理由書」と、当時在職期間
中の役員または上司２名以上の連
名により証明する必要があります。
証明者が、当時在職していた事
の証として、以下のいずれかの添付
が必要です。
●上司２名以上の連名証明
・・・証明者(上司)の「被保険者
記録照会回答票（写し）」

●役員の証明
・・・閉鎖事項全部証明書（証
明する期間に役員として登記さ
れているもの）

倒産等により会社などの証明
を得ることが出来ない場合



11

3-3 補償業務経歴書を作成する

（選択した部門名）部門に関する経歴書 一覧 が表示されたら、
右端にある【内容編集】をクリックします。



■経歴内容を入力する
関わった案件を、1件ずつ順に記入していき、【経歴を追加する】ボタンを押下し入力
します。

（１）時期を入力する
案件の開始時期と終了時期を入力します。年月は、▼をクリックし選択
します。

▼をクリックすると、
プルダウンが現れます。

（２）発注者を入力する
発注者の入力も、それぞれの項目についている▼をクリックし、該当するもの
を正確に選択していってください。 最後の項目のみ

手入力です。

いくつかの候補が
表示される場合
もあります。

発注者の項目は、初めに
選択するもの（国・地方公共
団体・高速道路・鉄道・電力・
電源・その他）によって、後から
表示される項目が異なります。

補償業務経歴書へは、元
請業務を記載してください。

発注者
土地収用法第3条各号の一に
規定する事業を行う者が発注
した補償コンサルタント登録規
定第2条第1項の「補償業務を
直接請負った業務（元請）し
か認められませんので、建設会
社、コンサルタント会社、個人
等からの発注は業務経歴には
加算されません。

▼をクリックすると、
プルダウンが現れます。
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3-3 補償業務経歴書を作成する



入力した経歴は、古い順に
自動で並べ変えられます。

（３）業務内容を入力する
「補償業務の件名」は手入力で行い、業務に当てはまる項目にチェックを入れます。
「業務内容」で、適切な選択肢がない場合は「その他」を選択し、内容が分かるよ
うに入力してください。

業務タイトルを手入力します。

当てはまる項目
にチェックを入れ
ます。

（４）経歴を追加する
「開始年月」、「終了年月」、「発注者」、「業務内容」を正しく入力できている
かを確認したら【経歴を追加する】ボタンをクリックします。

入力済みの経歴が新しく表示されました。

削除
作成した業務経歴を完全に削除
します。

経歴を追加していくと、
合計年数が自動で
加算されます。

(１)～（４）を繰り返し、業務経歴を追加して
いきます。

補償業務の内容
契約時の業務発注名を記載してく
ださい。
※件名の選択に当たっては、所属会社が受
注した業務で、必ず申請者本人が担当
した業務を記載してください。（実施規定
第21条第3号に抵触するおそれがありま
す。）

業務内容
当該部門の業務内容が明確に

なるよう、選択肢から該当する項目
を選んでください。

「その他」にチェックをいれた時に出現します。

当該部門の業務の内容であるこ
とが分かるように入力してください。
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3-3 補償業務経歴書を作成する
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■複数部門の業務経歴書を作成する場合
1部門めの経歴書を作成後、画面下部にある【経歴書一覧へ戻る】を押します。

次に、経歴書一覧画面の下部にある【部門一覧へ戻る】を押します。

3-3 補償業務経歴書を作成する（２部門め以降）

内容編集
すでに作成している経歴書を
編集できます。

PDF出力
作成した経歴書をPDFファイ
ルとして別画面に表示させま
す。表示後、ダウンロードする
ことができます。

削除
作成した経歴書データを削
除します。この操作は元には
戻せません。

経歴書一覧にあるボタン
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経歴書作成 部門一覧ページに遷移します。
該当する部門の【経歴書作成】ボタンを押すと、その部門の経歴書作成画面
へ移動します。

部門ごとの経歴書
作成ページへ
遷移できます。

すべての業務経歴書を作成したら、【免除審査申請へ戻る】を押し、免除審
査申請のページへ戻ります。

条件を満たした経
歴書を作成すると
表示が変わります。

3-3 補償業務経歴書を作成する（２部門め以降）

申請したいすべて
の部門の経歴書
を作成したら押す
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合計年数が４年
以上になっている
ことを確認します。

下へスクロールする

すべての業務経歴書の入力が完了したら、画面下方にある【免除審査申請へ
戻る】を押し、免除審査申請のページへ戻ります。

3-4 補償業務経歴書の事前申請



17

補償業務経歴書を作成した後、申請内容確認のページに戻ると、【経歴書の
み申請する】ボタンが有効になっています。

本申請を行う前に、補償業務経歴書のみ事前申請を行います。
協会が確認し、経歴書に承認が降りた後、他の必要書類も提出します。

3-4 補償業務経歴書の事前申請

国家資格等に基づく専門研修及び検定試験免除審査の申請 申請内容確認

提出された補償業務経歴書の確認をいたします。

■経歴書の事前申請をする

もし、不備があった場合、登録
しているメールアドレスへ差戻し
の連絡が届きます。
メールに記載されている不備内
容を確認し、速やかに修正、再
提出を行ってください。

不備による差戻し

補償業務管理士資格保有者
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■経歴審査中画面
経歴審査の仮申請が受付けられると、経歴審査待ちの画面に遷移します。
協会での確認・承認後、他の必要書類の提出が出来るようになります。

経歴審査が承認
されると、アップロード
出来るようになります。

現在の申込状況が
表示されます。

3-4 補償業務経歴書の事前申請



経歴書の事前審査が承認されると、登録されているメールアドレスにお知らせ
が届き、申請画面は経歴審査承認済みと表示が変わっています。
続いて、申請料金の振込と、必要書類の提出をしていきます。

承認されると表示
が変わります。

現在の申込状況
が表示されます。

4-1 必要書類のアップロード

画面下方にスクロールする

■免除申請の申込状況

ここに申請料金が
表示されます。
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必要書類の提出ページより、必要書類のアップロードを行っていきます。
作成した補償業務経歴書、は、【補償業務経歴書を作成する】から様式の
PDFを入手することが出来ます。
必要事項を記入し、PDF形式でアップロードしてください。
作成方法は、次ページにあります。
※ ファイルは1件ずつアップロードしてください。複数の「ファイルを選択」操作を同時に
行うことはできません。

※ 必要書類のアップロードフォームは、該当するもののみ表示されます。

アップロードボタン
画像ファイルを選択
後、必ず押す

（様式）はこちら
リンクを押下すると、
様式がダウンロードで

きます。

必要書類についての注意

国家資格を証する書類（写）

 該当する資格に関わる「国家資
格登録証明書」等の写しをアッ
プロードしてください。
※「合格証書（通知書）」の写し
は不可。
詳細は、国家資格等に基づく
専門研修及び検定試験免除
審査の申請申込みのご案内を
ご確認ください。

 結婚等により、証明書と現在の
氏名が異なる場合は、戸籍謄
本または抄本の写しも添付して
ください。

捺印済み補償業務勤務歴
• 作成はP22を参考に行ってくださ
い。

• 証明は、人事権を持つ方から頂
いてください。

• 役職欄は、係長相当以上の役
職から記載してください。

4-1 必要書類のアップロード

■必要書類のアップロードフォーム
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■申請料の振込
画面下方にスクロールすると、申請料の振込先情報が表示されています。

• 受験手数料は、ATM機等（インターネットバンキング可）により、必ず申請
者の個人名で次ページの口座に振込み、その「利用明細書」等の写しを、
申込サイトにある所定のフォームにアップロードしてください。

• 振込みに際しては、当協会の正会員の方は、個人名の前に必ず会員
番号を入力してください。（例：３－７ コウノ タロウ）

• 振込みに要する費用は、受験者の負担といたします。
• 必ず、申請期間中に申請料金をお振込みください。

※免除審査手数料は、各自で振込みをしてください。（複数振込不可）

※現金等による申請料の納付は受け付けません。

振 込 先 ：三菱UFJ銀行本店

預金種目：普通預金

口座番号： No.７６４９５１１ 注）口座番号にご注意ください。

受 取 人 ：一般社団法人 日本補償コンサルタント協会

所 在 地 ：東京都中央区八丁堀２-20-９ 八丁堀FRONT ３階

振込先情報

• 申請料は個人ごとの振込をお願
いいたします。（団体での一括振
込は不可。）

• フ ァイル形式は PDF、 JPEG、
PNGのいずれか、容量3MB以下
でご用意ください。

• 正会員の場合、個人名の前に必
ず会員番号を入力し、それが確
認できる鮮明な画像ファイルをご
用意ください。

「利用明細書」等の写し

4-1 必要書類のアップロード
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必要書類のアップロード4-1

■捺印済みの補償業務経歴書の作成
「補償業務経歴書を作成する」を押します。

新しい画面に、経歴書一覧のページが開きます。対象の経歴書の枠にある
「PDF出力」ボタンを押します。

新しい画面に、作成した経歴書のPDFが表示されます。
画面上方にある印刷ボタンを押し、お使いのプリンター等で印刷します。

印刷

PDFをダウンロード

印刷した補償業務経歴書の下部にある証明欄に、日付の記入と捺印を
します。

捺
印

• 証明は、人事権を持つ方から頂い
てください。

• 日付の記入漏れがあると不備となり
ます。
忘れない様にしましょう。

記入漏れがないかを確認し、スキャナー等で再びPDF化したファイルを提出
（アップロード）します。

※画面は例です。お使いの環境によっ
ては異なります。

捺印済み補償業務経歴書



在籍証明書または
被保険者記録照会回答票（写し）
★正会員のみ提出
正会員であることを証明するため
の書類です、どちらかをご提出く
ださい。
※ 不鮮明な画像や白黒スキャン画像は
受付不可となる場合があります。必ずカ
ラーでご提出ください。

●被保険者記録照会回答票
• 日本年金機構が発行する書
類で、過去の年金加入履歴
が記載されています。これによ
り、勤務していた会社の情報
を確認できます。

• 「ねんきんネット」から電子版を
ご自宅のパソコンなどで確認す
ることが出来ます。
参照元：ねんきんネット「電子版
被保険者記録照会回答票と
は？」
https://www.nenkin.go.jp/
n_net/introduction/questio
nnaire.html

※回答票をアップロードする際は、
基礎年金番号を読み取れない
様に塗りつぶして、個人情報の漏
洩を防止してください。

必要書類についての注意
の続き

必要書類がすべて
アップロードできると、
出現します。

■本申請をする
必要書類をすべてアップロードすると、「書類を提出して確認を依頼する」ボタン
が表示されます。
このボタンを押すと、原則として画像の差替えや申請の取り消しは出来ません。

5-1 確認し、本申請を行う
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申込状況の表示が「書類確認中」に変化しました。
提出書類は随時確認されますが、承認は申請期間が終了してから順次行われ
ます。
確認完了後にマイページに結果が表示されますので、しばらくお待ちください。

書類に不備等があった場合は、差し戻しの上、管理者からメールが届きます。
内容を確認し、ご対応のうえ、改めて確認申請をお願いします。

■差戻しについて

5-2 確認し、申請を行う
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■受付完了
管理者の受付が完了すると、「受付完了のお知らせ」メールが送信され、
申込状況が「受付完了」となります。（次ページ参照）
免除審査をお待ちください。

5-3 受付完了
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国家資格等に基づく専門研修及び検定試験免除審査の申請申込 申込状況

申込画面は、受付完了状態となります。

受付完了5-3

申込受付期間後に準備が整い次第、内容審査完了のメールが配信されます。



6 免除審査申請通知書の取得

■通知書の取得
免除審査申請した方は、日本補償コンサルタント協会より５月下旬頃に合格
発表のメールが送付されます。

マイページTOPを確認すると、【通知書】のボタンが表示されるようになります。

【通知書】ボタンを押下すると、新しいウィンドウにPDF形式の通知書が表示され
ます。

印刷アイコン を押下し、通知書を印刷しておくか、端末にダウンロードアイコ
ン を押下し、任意の場所に保存しておきましょう。

※画像は開発中のものです。実際のものとは異なる場合がございます。
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